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ネットワークで同期される「人格」

「ロボット参入、孫氏の兵法」 朝日新聞2014年7月12日付朝刊
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ロボットとの対話シチュエーション 1/4
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ロボットとの対話シチュエーション 2/4
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ロボットとの対話シチュエーション 3/4
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ロボットとの対話シチュエーション 4/4



③ ①

④ ②

https://mangadown.netlify.app/により作成
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ロボットとの対話シチュエーション
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ネットワークロボットとの付き合い方

■ネットワーク化したロボットは、個体が獲得した情報
が、クラウドを通して他の個体とも常時同期・共有さ
れる。個体性と全体性を同時に持つ存在。

■これからのコミュニケーションの本質的課題は、情
報化社会の“影”としてよく言われる“生身の人間と
の触れあいがなくなる”ことではおそらくない。ネット
ワークで同期され、同じ「脳」「記憶」を共有する（し
かし個体としては多数存在するような）相手とどうい
うふうに対話し、付き合えるかこそが問題。



8

ネットワークロボットの責任の取り方

■こうしたロボット（典型的には自動運転車）が事故
を起こした場合、個々のロボットの問題か、その背後
にあるAIシステムの問題か。ネットワークで同期し
ていると、「個＝全体」の問題になる。

■手塚治虫『火の鳥』は、ネットワーク・クラウドの発
想もない時代の作品ながら、「事故を起こしたロ
ボットの同型機すべてが、集団で溶鉱炉に自ら飛び
込む」という形で“責任”を描いた。ロボット“個人”
ではなく、同型機すべてに責任を負わせた（ロボット
には個がない？）。
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手塚治虫が描く“ロボットの責任”

手塚治虫 『火の鳥 復活編』 （1970-71）より
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ネットワークロボットの責任単位

①ネットワークから切り離されたスタンドアローンの個
体なら、物理的な一体一体を責任単位として切り分
けることができる。

②各個体がネットワークにつながり常時同期・共有さ
れる「端末」にあたる場合は、ネットワーク・クラウド
上のプログラムこそが本体であり、一の責任単位。

③問題なのは、完全にスタンドアローンでもなく、完全
に同期・共有されているわけでもないもの。
cf. エッジコンピューティング
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大屋雄裕「人格と責任」『AIがつなげる社会』p.359-360

そもそもかけがえのなさとは、他の存在とは区別される個
（individual）＝分割不能（in-dividual）な単位として代
替不能だからこそ成立する性質だと考えることができる。だ
がそのように個別性・独自性を持つ存在としてではなく、たと
えばすべての自動運転車が構成する全体ネットワークとして、
近隣を走行する車両群としてといったようにさまざまな集合
を有機的・弾力的に作り出し、その集合にとっての最適解を
実現するための一部分として振る舞うことが可能になるから
こそ、AIネットワークは個々のAIの集団を超えた利便性を社
会にもたらしうると予想されるのであった。このようにネット
ワーク化するAIの本質は、そもそもかけがえ＝互換可能性を
全面的に実現しようとか、他者と自己を区別する境界を消し
去ろうとする点にあるように思われる。
（傍点はパワーポイントの仕様上、下線に変更。赤字は発表者による）


